
令和４年度第２回埼玉県ケアラー支援に関する有識者会議 

次 第 

 

                  日 時：令和５年２月１５日（水） 

                      10:00～11:30 

                  場 所：ＷＥＢ開催 

                     （事務局：庁議室） 

 

 

１ 開会 

 

２ 議事 

 （１）令和４年度の主な取組及び令和５年度当初予算案におけるケアラー支

援関連事業について 

 （２）次期ケアラー支援計画について 

   ・策定スケジュール（案）について 

 

３ その他 

 

４ 閉会 



№ 所属・役職　 分野

1 ◎ 石山
イシヤマ

　麗子
レ イ コ

国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科　教授

2 澁谷
シ ブ ヤ

　智子
ト モ コ

成蹊大学文学部現代社会学科　教授

3 林
ハヤシ

　裕栄
ヒロエ

埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科　教授

4 田中
タ ナ カ

　一
ハジメ

特定非営利活動法人埼玉県障害者協議会　代表理事

5 花俣
ハナマタ

　ふみ代
ヨ 公益社団法人認知症の人と家族の会

埼玉県支部　　代表世話人

6 堀越
ホリコシ

　栄子
エ イ コ

一般社団法人日本ケアラー連盟　代表理事

7 加藤
カ ト ウ

　英明
ヒデアキ

公募委員

8 滝澤
タキザワ

　玲子
レ イ コ

公募委員

9 廣澤
ヒロサワ

　健一
ケンイチ

一般社団法人埼玉県経営者協会　専務理事 事業者

10 平尾
ヒ ラ オ

　幹雄
ミ キ オ

日本労働組合総連合会埼玉県連合会　事務局長 労働者

11 石幡
イシハタ

　真澄
マ ス ミ

志木市地域包括支援センター館・幸町　センター長

12 石山
イシヤマ

　英雄
ヒ デ オ

社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会　次長

13 髙岡
タカオカ

　豊
ユタカ

埼玉県高等学校長協会　会長 教育機関

14 齋藤
サイトウ

　貴弘
タカヒロ

さいたま市保健福祉局福祉部福祉総務課　課長 行政機関

15 ○ 藤岡
フジオカ

　麻里
マ リ

埼玉県福祉部地域包括ケア局長 行政機関

（敬称略・順不同）

任期：令和4年6月1日～令和6年5月31日

氏　名

◎委員長　○副委員長

学識

関係団体

一般公募

支援機関

埼玉県ケアラー支援に関する有識者会議委員名簿



令和４年度第２回
埼玉県ケアラー支援に関する有識者会議

資料
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令和４年度の主な取組について
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県内各地でメッセージ動画を放映

放映場所 ・市町村庁舎（２２市町）

・埼玉りそな銀行、武蔵野銀行、埼玉縣信用金庫の各店舗

・イオン（浦和美園・川口・上尾・ふじみ野・羽生）

・ステラタウン（さいたま市北区）

・埼玉スタジアムオーロラビジョン（浦和レッズ戦）

・熊谷ラグビー場オーロラビジョン（大学ラグビー対抗戦）

・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場（ＷＥリーグ）

・埼玉高速鉄道車内 ほか

キャッチコピー

ハリー杉山さん（タレント）

内 容 元ケアラーの３人による経験談

を交えたトークショー

トークイベント「ケアラーについて、今知ってほしい」

令和4年度ケアラー月間について

・開催日 令和4年11月21日（月）

・会 場 埼玉県県民健康センター大ホール

・登壇者 ハリー杉山氏（タレント）

宮崎成悟氏（(一社)ヤングケアラー協会）

藤木和子氏（全国障害者とともに歩む兄弟姉妹の会副会長）

・来場者数 １２１人

・動画配信 ６２５回（R4.12.16～R5.1.31）
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ケアラー月間パネル展の開催

令和４年度ケアラー月間について

ケアラーの方々を取材し、その体験談等を記したパネル展を開催しました。
・開催日① 令和4年11月3日（木）～令和4年11月9日（水）
・会 場① 武蔵野銀行本店2階 M'sSQUARE（エムズスクエア）
・開催日② 令和4年11月23日（水）～令和4年11月30日（水）
・会 場② ぱる★てらす 1階 コミュニティスペース
・パネル展概要

ハリー杉山さんをはじめとしたケアラーの方の経験談
ケアラー支援が必要な背景
ヤングケアラーハンドブックなど県の啓発物 など

令和4年度ケアラー月間パネル展
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金融機関と連携した取組み

埼玉りそな銀行

令和４年度ケアラー月間について

・店舗での啓発ディスプレイ、
メッセージ動画放映
・お客様向けオンラインセミ
ナーの開催
・社員向け研修会
・子ども支援団体への場所の
貸し出し

武蔵野銀行 埼玉懸信用金庫
さいしん福祉財団

・店舗での啓発ディスプレイ、
メッセージ動画放映
・ケアラー月間パネル展やそ
の他のイベントの会場協力
・県セミナーへのオンライン
参加

・店舗での啓発ディスプレイ、
メッセージ動画放映
・ケアラー月間キャッチコピー
缶バッジを全職員が着用
・社員向け研修会
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その他の企業、団体と連携した取組

令和４年度ケアラー月間について

ケアラー月間パネル展追加開催

・生活協同組合パルシステム埼玉が会場協力 令和４年11月23日（祝）〜30日（水）

その他、企業、団体の協力

・メッセージ動画の放映 県内２２市町の公共施設のほか、金融機関の各支店、埼玉高速鉄道の他、
ショッピングモール等１３か所で放映

・ポスター・チラシの配布 県内市町村のほか、県内４１団体が配架・掲示に協力

ヤングケアラーズミートアップ（(一社)ヤングケアラー協会主催）

若者・ヤングケアラーのつどいを開催
・開催日 11月3日（木・祝）
・武蔵野銀行本店2階 M'sSQUARE（エムズスクエア）

ケアラーズスクール（SOMPOホールディングス(株)/SOMPOケア㈱主催）

家族介護の心構えや必要な情報を得るためのスクールを開催
・開催日 令和４年11月6日
・武蔵野銀行本店2階 M'sSQUARE（エムズスクエア）

ヤングケアラー理解を深める支援を考えるセミナー

地域福祉の活動者向けのセミナーを開催
・開催日 令和４年11月7日（月）
・武蔵野銀行本店2階 M'sSQUARE（エムズスクエア）
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埼玉県ヤングケアラーチャンネルについて

ヤングケアラーが元ヤングケアラーに日常の悩みを相談したり、話を聞いてもらえる場所として、
LINE相談窓口を開設しました。

・相談日及び相談時間
月〜金曜日（祝日、年末年始は除く）
午前11時〜午後8時
※ただし相談者からのメッセージの送信は24時間365日いつでもできます。

・対象
埼玉県内のヤングケアラー及びその保護者等
※自分がヤングケアラーなのか分からないという方も対象。

・開設日 令和４年９月２０日
・登録者数 ４２３人

(令和5年1月23日現在)

埼玉県ヤングケアラーチャンネル
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埼玉県ヤングケアラー支援推進協議会について

埼玉県ヤングケアラー支援推進協議会

県、市町村、社協、教育委員会、民間支援団体等を構成員とした協議会を立ち上げ、地域におけ
る支援体制の整備等を検討

（第一回）令和4年６月１６日（木）
（1）ヤングケアラー支援における課題及び今後の協議事項について
（2）市町村域におけるヤングケアラー支援にかかる手引き（仮称）の作成について

（第二回）令和４年８月２日（水）
（1）ヤングケアラーの理解について
（2）市町村行政の取組を踏まえた協議

（第三回）令和４年１０月６日（木）
（1）地域における各関係機関、支援団体との連携体制づくり
（2）ニーズに応じた支援の創設・拡充

（第四回）令和５年２月１７日（金）
（1）ヤングケアラー支援の手引き（仮称）について
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医療的ケア児等支援センターの開設について
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令和５年度当初予算案における
ケアラー支援関連事業について
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（７）市町村総合相談支援体制構築事業費 ２，８０８千円
総合相談支援体制構築に精通するアドバイザーの派遣、課題や手法を共有するための情報交換会の開催及び総合相談支援

体制の中核を担う人材の育成を実施し、市町村の総合相談支援体制の構築を支援する。

団塊の世代が７５歳以上になる２０２５年を目途に、高齢になっても住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられるよう、
医療・介護・介護予防・生活支援などが一体的に提供される地域包括ケアシステムの深化に向けて市町村を支援する。
また、地域共生社会の実現のため、市町村における高齢、障害、子ども、生活困窮等の複雑化・複合化した課題に対応する包括

的な支援体制の構築の支援を行う。

地域共生社会の実現に向けた地域包括ケアシステムの深化

目 的

担当 地域包括ケア課 地域包括ケア担当
内線 ３２５６

【予算額】１５５，６４９千円

事業概要

１ 地域共生社会の実現に向けた地域包括ケアシステムの深化 １５５，６４９千円

（１）地域包括ケア総合支援チーム派遣事業 ６，７７２千円
市町村の実情に応じた地域包括ケアシステムの構築を進めるため、全ての市町村に対し、自立支援、介護予防、生活支援

などの取組をオーダーメイド・伴走型で支援する総合支援チームを派遣する。

（２）地域包括ケアシステム構築促進事業 ４１，１２４千円
地域ケア会議、介護予防、生活支援などの事業を担う市町村職員等の育成などを通じて、市町村における地域包括ケアシ

ステムの構築を支援する。

（３）看取り体制強化事業 １０，１０４千円
介護施設等の管理者及び職員向け研修の実施や介護施設等への講師の派遣により、職員のスキルアップを図り、介護施設

等における看取り体制の強化を図る。

（４）地域包括ケアシステム広域支援事業 １９，３００千円
県内１０か所に設置している地域リハビリテーション・ケアサポートセンターと協力医療機関の連携により、リハビリ

テーション専門職を育成し、市町村の介護予防事業等に派遣することで、地域包括ケアシステムの構築を支援する。

（６）地域包括ケアシステム深化・推進事業費 ７４，５５３千円
重層的支援体制整備に関する助言や人材育成のための研修及び交付金の交付を通じて、制度の狭間や高齢、障害、子ども、

生活困窮等の分野に関連する複雑化した課題等に対応できる包括的な相談支援体制の構築に取り組む市町村を支援する。

（５）要介護度改善等促進事業 ９８８千円
介護事業所における自立支援・重度化防止の取組を促進するため、利用者の要介護度の維持・改善等に積極的に取り組む

事業所を評価・公表する。
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認 知 症 施 策 の 総 合 的 な 推 進

認知症に関する普及啓発や本人発信の支援、医療・ケア・介護サービスへの支援、若年性認知症等の人への支援、認知症バリ
アフリーを中心とした地域における取組などにより、認知症本人とその家族に対する施策を総合的に推進する。

目 的

担当 地域包括ケア課 認知症・虐待防止担当
内線 ３２５１

【予算額】８３，７２４千円

事業概要

１ 認知症施策の総合的な推進 ８３，７２４千円

（１）認知症の人にやさしい地域づくり推進事業費 ２，７６３千円
認知症サポーター及びその講師役であるキャラバン・メイトを養成するとともに、市町村認知症連絡会を開催することに

より市町村の認知症施策の推進を支援する。

（２）認知症ケア支援事業費 ２４，２６９千円
認知症に関する知識等の普及・啓発・研修を実施することにより、認知症高齢者やその家族、認知症を介護する職員等を

支援する。

（３）認知症ケア技術向上事業 １，１１０千円
認知症介護技術向上のための研修を実施することにより、認知症の人を介護する家族等を支援する。

（４）若年性認知症の人のための施策の推進 １７，１５２千円
若年性認知症支援コーディネーターを配置し、相談対応や居場所づくり、就労支援を行う。また、セミナー等の普及啓発

を行うことにより、若年性認知症の人が社会とのつながりを保ち、生きがいを持って暮らせる環境を整備する。

（５）共生のための「チームオレンジ」構築支援事業 ６，６３９千円
認知症の人に対する地域の支援を広げるため、市町村の「チームオレンジ」の構築を支援するとともに、認知症の本人に

よる埼玉県版「希望大使」を設置し、本人からの発信を支援する。

（６）成年後見制度利用促進事業 ２９，４１３千円
市町村における成年後見制度を活用するための体制整備・強化を支援することにより、成年後見制度の利用を促進する。

（７）高齢者虐待対策事業費 ２，３７８千円
高齢者虐待防止に関する普及啓発を行うとともに、市町村における高齢者虐待対応、相談窓口、ネットワークづくり等の

体制整備を支援する。 12



医療的ケア児者とケアラーへの支援

県全体と地域を管轄する医療的ケア児等支援センターの二層体制で、医療的ケア児等とその家族、市町村、市町村の医療的ケア
児等コーディネーター、支援機関などに対し地域の実情に応じた支援を実施する。
また、地域で暮らす障害児者やケアラーを支援するため、市町村の基幹相談支援センターや地域生活支援拠点等の整備を促進す

るとともに、在宅の医療的ケア児等とその家族が、日常生活及び社会生活を安心して営むことができるよう、必要とするサービス
につながるための支援体制を整備する。

目 的

担当 障害者支援課 地域生活・医療的ケア児支援担当
048-857-1001
総務・市町村支援担当
内線 ３３０８

【予算額】１２７，６９１千円

事業概要

２ 地域で暮らす障害児者とケアラーへの支援 ９３，２４６千円

１ 医療的ケア児等支援センターの設置・運営（一部新規） ３４，４４５千円

県センターでは、地域センターの取組や情報を集約するとともに、人材育成、支援体制の整備、多機関調整を行い、県全体の支
援体制を構築する。また、地域センタ－を複数箇所に拡充し、本人や家族への個別支援、市町村や事業所など関係機関への支援等
を行い、県センターとの連携を図りながら地域での支援体制を構築する。

 地域センターの複数設置【新規】
地域の実情に応じた支援体制の強化

新規内容

医療的ケアを必要とする重症心身障害児者を在宅で介護する家族の精神的・身体的負担を軽減するため、ショートステイ及びデ
イサービスによるレスパイトケアの充実等を図るとともに、市町村の基幹相談支援センターや地域生活支援拠点等の整備を促進し、
地域で暮らす障害児者やケアラーを支援する。

一部新規

13



ケアラー・ヤングケアラー支援に関する普及啓発や居場所づくり、市町村等相談支援機関の人材育成支援、ケアラー入院時等
の要介護者受入施設の運営などにより、ケアラー・ヤングケアラーを総合的に支援する。

ケアラー・ヤングケアラーを支援する施策の推進

目 的

担当 地域包括ケア課 地域包括ケア担当 内線 ３２６６
障害者支援課 地域生活・医療的ケア児支援担当 ０４８－８５７－１００１
こども安全課 児童虐待対策担当 内線 ３３３５

【予算額】２３１，１６６千円

事業概要

１ ケアラーを支援する施策の推進 １６６，３５３千円

（１）ケアラー支援計画推進事業（一部新規） ５，２１１千円
埼玉県ケアラー支援計画の進捗管理及び次期計画の策定、埼玉県ケアラー支援に関する有識者会議の運営、実態調査を

実施する。

一部新規

（２）ケアラー支援普及啓発事業 ４，９４０千円
ケアラー月間のイベント開催、啓発チラシの作成・配布を行う。

（３）介護者サロン設置・運営支援事業（ 新 規 ） ３，１２７千円
介護者サロンの設置・運営のための研修を実施する。

（４）ケアラー支援人材育成事業 ５，６１９千円
地域包括支援センター、障害者相談支援事業所、市町村等のケアラー支援関係機関向けの研修等を実施する。

（５）ケアラー入院時等の要介護者受入施設の運営 １９，７６５千円
ケアラーが新型コロナウイルスに感染して入院等した場合に、要介護者（高齢者・障害児者）のケアに当たる受入れ

施設の運営を支援する。

 次期埼玉県ケアラー支援計画の策定【新規】
計画の策定にあたって、ケアラーや支援機関等を対象とした実態調査の実施や有識者会議での協議を行う。

新規内容
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事業概要

２ ヤングケアラーを支援する施策の推進 ６４，８１３千円

（１）ヤングケアラー支援体制整備事業 １０，５８６千円
埼玉県ヤングケアラー支援推進協議会の運営、ヤングケアラー支援コーディネーターの設置、ヤングケアラーハンド

ブックの作成・配布を行う。

（２）ピアサポート等相談体制整備事業 ６，０１０千円
ヤングケアラー向けのSNSを活用した相談窓口を設置・運営する。

（３）オンラインサロンの設置・運営等支援事業 ３，７４０千円
ヤングケアラー向けのオンラインサロンを設置・運営する。

（４）教育・福祉合同研修事業 ６００千円
教育委員会、学校等の職員と市町村福祉担当職員等との合同研修を実施する。

（５）地域福祉活動者向け研修事業 ２，５８５千円
主任児童委員、民生児童委員、子どもの居場所運営者等向けの研修を実施する。

（６）子育て世帯訪問支援事業（再掲・Ｐ１２） ４１，２９２千円
ヤングケアラーがいる家庭など要支援家庭への家事・育児支援を行う市町村への

補助を行う。

（７）地域で暮らす障害児者とケアラーへの支援（再掲・Ｐ２０） ９３，２４６千円
医療的ケアを必要とする重症心身障害児者を在宅で介護する家族の精神的・身体的負担を軽減するため、ショートステイ

及びデイサービスによるレスパイトケアの充実等を図るとともに、市町村の基幹相談支援センターや地域生活支援拠点等の
整備を促進し、地域で暮らす障害児者やケアラーを支援する。

（６）医療的ケア児等支援センターの設置・運営（一部新規） （再掲・Ｐ２０） ３４，４４５千円
県センターでは、地域センターの取組や情報を集約するとともに、人材育成、支援体制の整備、多機関調整を行い、県全

体の支援体制を構築する。また、地域センタ－を複数箇所に拡充し、本人や家族への個別支援、市町村や事業所など関係機
関への支援等を行い、県センターとの連携を図りながら地域での支援体制を構築する。

15



教 育 相 談 等 支 援 体 制 の 充 実

いじめ、不登校など様々な課題を抱える児童生徒を支援するため、教育相談体制を整備するとともに、学校におけるヤングケア
ラーやＬＧＢＴＱへの支援体制の充実を図る。

目 的

担当（内線） １ 生徒指導課（６７４５）
２，３ 人権教育課（６７８６）

【予算額】１，１１２，３４８千円

事業概要

２ ヤングケアラーへの支援の充実 ５，５８２千円

一部新規

１ 教育相談体制の充実 １，１０２，５３７千円

（１）学校等における教育相談体制の整備 １，０８０，０８２千円

 スクールカウンセラーの配置 【拡充】
小学校、全日制高校への配置を拡充

新規・拡充内容

（１）市町村を対象としたヤングケアラーサポートクラスの実施 ２，８３２千円

スクールカウンセラーの配置を拡充するとともに、スクールソーシャル
ワーカー、高校相談員、精神科医の配置、スチューデントサポーターの派遣、
中学校相談員配置市町村への助成、相談員の研修、オンライン相談の実施に
より、教育相談体制を整備する。

ＳＮＳを活用した相談窓口を設置し、生徒の抱える悩みや不安等に早期に対応することで、問題の深刻化を未然防止する。

１６市町村を対象に、児童生徒に対する講演会及び元ヤングケアラー等と児童生徒の交流相談会を
実施する。

（２）ＳＮＳを活用した教育相談体制の整備 ２２，４５５千円

（２）県立高校を対象とした「自走式」ヤングケアラーサポートクラスの実施（新 規）２，７５０千円

県立高校５０校において、ヤングケアラーに関する授業を含む学校独自のプログラムを実施する。

３ LGBTQへの支援の充実 ４，２２９千円

（１）外部専門機関と連携した学校相談体制の充実（新 規） ２，６４０千円

性的指向・性自認に関する児童生徒からの相談対応や配慮・支援等に関して、専門的な助言等を必要とする県立学校に対
し、ＬＧＢＴＱ相談に精通した外部専門機関から人材を派遣するなどして相談体制を充実する。

（２）オンラインサロン・相談会の実施 １，５８９千円

性的指向・性自認の悩みを家庭や学校に打ち明けることが困難な高校生を対象に、オンライン上で悩みを抱える高校生徒
同士の交流会及び個々の生徒の悩みに応じる個別相談会を各３回実施する。

ヤングケアラーサポートクラス
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次期ケアラー支援計画について
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策定スケジュール（案）について

R5

４月 有識者会議①

７月 有識者会議②

8〜９月 調査の実施

10月 有識者会議③

12月 埼玉県社会福祉審議会へ報告

R6

１〜2月 県民コメント

２月 有識者会議④

３月 議会報告、知事決裁
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現行計画について
基 本 目 標 施 策 個 別 項 目

１ ケアラーを支えるための
広報啓発の推進 ケアラーに関する啓発活動

２ 行政における
ケアラー支援体制の構築

１ 相談支援体制の整備 市町村におけるケアラーへの相談支援体制の構築

２ 多様なケアラーへの支援

認知症の方や高齢の方をケアするケアラーへの支援
障害者の方をケアするケアラーへの支援
高次脳機能障害の方をケアするケアラーへの支援
医療的ケアを必要とする児童をケアするケアラーへ
の支援
小児慢性特定疾病児童をケアするケアラーへの支援
難病患者をケアするケアラーへの支援

３ 子育てしながら介護を担うダブルケアへの支援
４ ケアラーの生活支援

３ 地域における
ケアラー支援体制の構築

１ ケアラーが孤立しない地域づくり

２ 地域の見守り体制・地域
住民同士の助け合いの
拡充

民生委員・児童委員の活動支援

地域の支え合いの取組、NPO・ボランティア団体・
自治会の地域活動への支援

３ 仕事と介護の両立支援の推進

４ ケアラーを支える人材の育成
１ ケアラー支援への対応能力向上・連携強化
２ ケアラー支援を担う県民の育成

５ ヤングケアラー支援体制の
構築・強化

１ 教育機関等によるヤングケアラー支援体制の構築
２ 地域におけるヤングケアラー支援体制の構築 19



現行計画について

指標名 計画策定時の値 目標値 現状値
ケアラーに関する認知度 １７．８％（R2） ７０%（R5） ６５．８%（R3）
ヤングケアラーに関する認知度 １６．３％（R2） ７０%（R5） ６７．４%（R3）

指標名 計画策定時の値 目標値 現状値

総合相談窓口や調整チーム設置市町村数 ２６市町村
（R2.4.1）

全市町村
（R6.4.1）

４７市町村
（R4.4.1）

指標名 計画策定時の値 目標値 現状値

介護者サロンを設置する市町村数 ５３市町村
（R2.10.1）

全市町村
（R6.4.1）

５５市町村
（R4.6.1）

指標名 計画策定時の値 目標値 現状値

ケアラー支援を担う人材育成 − 3,000人
（R3〜R5累計） 1,231人（R3）

指標名 計画策定時の値 目標値 現状値

教育・福祉合同研修受講者数 − 1,000人
（R3〜R5累計） 249人（R3）

（１）ケアラーを支えるための広報啓発の推進

（２）行政におけるケアラー支援体制の構築

（３）地域におけるケアラー支援体制の構築

（４）ケアラーを支える人材の育成

（５）ヤングケアラー支援体制の構築・強化
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